
令和６年度 帯広市奨学金 応募要領 

1 目的  

向学心があり十分な能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な学生、ま

たは生徒を対象に、無利子の奨学金を貸与するものです。  

 

2 応募資格（次のすべてに該当する者）  

（1） 保護者等が、住民基本台帳法に基づき帯広市の住民票に記載されていること。  

（2） 大学（短期大学を含む）・専門学校（専門課程に限る）・高等学校（高等専門学校

を含む）に入学予定、または在学していること。  

（3） 経済的理由により修学が困難であること。（保護者等の年収の合計が基準以内で

あること）  

収入判定の目安：令和 4 年の年収合計が、高等学校区分で 670 万円程度以下、大

学・専門学校区分で 800 万円程度以下（４人世帯給与収入者の場合）  

（4） 学業が優秀で、かつ身体健全であること。  

 

3 貸与金額等  

（1） 種別ごとの貸与金額  

学校種別  定員  貸与金額（月額）  

大学（短期大学を含む）  20 名  50,000 円、30,000 円、20,000 円から選択 

専門学校（専門課程に限る）  5 名  30,000 円  

高等学校（高等専門学校を含む） 10 名  7,000 円  

（2） 貸与方法  

５月に４・５月分を、６月以降は毎月当月分を指定口座に振り込みます。  

（3） 貸与期間  

在学する学校の正規の修業年限以内とします。  

 

4 返還  

貸与する奨学金は無利子です。卒業後から返還を開始し、その後 11 年以内（学校種別の

高等学校は 7 年以内）に完納する必要があります。  

【返還例】                 単位：円  

貸与総額  返還方法  返還年数  返還総回数 
定額方式  段階方式  

１回当たり １回当たり前半 １回当たり後半 

2,400,000 

（50,000円×48か月） 

月賦  10年  120回   20,000 16,000 24,000 

月賦  5年  60回   40,000 32,000 48,000 

年賦  10年  10回  240,000 192,000 288,000 

1,200,000 

（50,000円×24か月） 

月賦  10年  120回   10,000 8,000 12,000 

年賦  10年  10回  120,000 96,000 144,000 

 720,000 

（30,000円×24か月） 

月賦  10年  120回    6,000 4,800 7,200 

年賦  10年  10回   72,000 57,600 86,400 

 252,000 

（7,000円×36か月） 
月賦  7年  84回    3,000 2,400 3,600 



5 申請方法  

申請書類を受付期間内に直接持参、または郵送（当日消印有効）により申し込みます。  

郵送の場合は、書留等の受領が確認できる方法を選択してください。  

（1） 申請受付期間：令和６年１月４日（木）～２月９日（金）  

（2） 申請受付場所：帯広市教育委員会 学校教育課（土・日、祝日を除く 8：45～17：30） 

（送付先住所）〒080-8670 帯広市西 5 条南 7 丁目 1 番地  

（3） 提出する申請書類  

奨学金申請書（様式第１号）  

 奨学生本人と 2 名の連帯保証人の署名と

捺印が必要です。  

 連帯保証人のうち 1 名は保護者等（申込

者本人の生計を維持している者）としま

す。もう 1 名は、保護者等以外で、独立

した生計を営んでいる方とします。  

住民票および収入証明書  
 市外に在住の方が連帯保証人になる場

合に必要です。  

奨学生推薦書（様式第２号）  

 在学する（していた）学校に作成を依頼

して下さい。なお、本書は封筒に入れ、

封をした状態でご提出して下さい。  

帯広市奨学金の申し込みにあたって   奨学生本人が記載して下さい。  

 

6 貸与決定の流れ  

 申請者   教育委員会  

１月   

 

 

２月   

 

 

３月   

 

 

４月   

 

 

５月   
 

 

 

申請書類提出  

2 月 9 日〆切  

選考  

在学証明書提出  

4 月中旬〆切  

在学確認  

結果通知・仮決定通知  

本決定通知・振込開始  


